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(57)【要約】
【課題】大規模であっても、簡易に折り畳み、展開可能
な折り畳み式足場を提供する。
【解決手段】収納時に使用状態から収納位置に折り畳ま
れ、使用時に設置位置に展開される折り畳み式足場であ
って、
固定支柱と、前記収納位置と前記設置位置とを移動する
可動支柱と、前記固定支柱及び前記可動支柱に回動可能
に連結する左フレーム及び右フレームと、
前記左フレーム及び前記右フレームに渡され前記左フレ
ーム及び前記右フレームとともに回動する布板と、前記
可動支柱を前記設置位置から前記収納位置に移動させ、
前記可動支柱を前記収納位置から前記設置位置に移動さ
せるワイヤーロープと、前記ワイヤーロープの一端に接
続し、前記ワイヤーロープの巻き取り、送りだしで前記
可動支柱の位置決めをする駆動部と、からなることを特
徴とする折り畳み式足場とした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
収納時に使用状態から収納位置に折り畳まれ、使用時に設置位置に展開される折り畳み式
足場であって、
固定支柱と、
前記収納位置と前記設置位置とを移動する可動支柱と、
前記固定支柱及び前記可動支柱に回動可能に連結する左フレーム及び右フレームと、
前記左フレーム及び前記右フレームに渡され前記左フレーム及び前記右フレームとともに
回動する布板と、
前記可動支柱を前記設置位置から前記収納位置に移動させ、前記可動支柱を前記収納位置
から前記設置位置に移動させるワイヤーロープと、
前記ワイヤーロープの一端に接続し、前記ワイヤーロープの巻き取り、送りだしで前記可
動支柱の位置決めをする駆動部と、
からなることを特徴とする折り畳み式足場。
【請求項２】
前記可動支柱の収納位置が、
前記固定支柱の上方に回動した位置、
又は、
前記固定支柱の下方に回動した位置、
或いは、
前記固定支柱の上方及び下方に回動した位置のいずれでもある、
ことを特徴とする請求項１に記載の折り畳み式足場。
【請求項３】
前記可動支柱を、前記設置位置に前記ワイヤーロープの張力のみで位置させることを特徴
とする請求項１に記載の折り畳み式足場。
【請求項４】
前記可動支柱を、前記設置位置に前記ワイヤーロープの張力で位置させるとともに、位置
支持金具で可動をロックすることを特徴とする請求項１に記載の折り畳み式足場。
【請求項５】
前記駆動部が、手動ウインチであることを特徴とする請求項１に記載の折り畳み式足場。
【請求項６】
前記駆動部が、電動モータであることを特徴とする請求項１に記載の折り畳み式足場。
【請求項７】
前記折り畳み式足場が、線路エリアにおいて電車の走行空間に重なり設置されることを特
徴とする請求項１に記載の折り畳み式足場。
【請求項８】
請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の折り畳み式足場を、
電車の走行空間に重なり設置し、
足場使用時に展開し、電車走行時に折り畳み電車の走行を可能にしながら、
線路エリアでの工事を行うことを特徴とする
線路エリア工事方法。
【請求項９】
請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の折り畳み式足場の前記可動支柱の収納位置が
、前記可動支柱を上方又は下方に回動した位置であって、
前記収納位置を有する壁面に、前記固定支柱を固定し、足場使用時に前記収納位置から展
開し作業環境を形成し、足場不使用に前記収納位置に折り畳み作業前環境を回復させ、足
場環境を切り替えながら作業を行うことを特徴とする折り畳み式足場工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、大規模であっても、簡易に折り畳み、折り畳み、展開可能な折り畳み式足場
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　工事開始から終了まで、常時足場を設置することができない工事現場、例えば、道路、
線路などがある。そのような工事現場では定期的に足場を組み立て、分解を必要とする。
その作業は煩雑で、工期の長期化の原因になっている。
【０００３】
　したがって、簡易に、組立て、分解が可能な足場があれば、作業者の労働付加の軽減化
、工期短縮が期待できる。
【０００４】
　そのような足場として、特許文献１などに折りたたみ式足場装置が開示されている。特
許文献１の折りたたみ式足場装置は、従来に比べてよりコンパクトに折りたたむことがで
きる折りたたみ式足場装置であって、 床板５ａ，５ｂおよび根太４を中央部で折りたた
みかつ端部で横架材２に対し回転自在な構造とするものである。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の折りたたみ式足場装置は、折り畳み動力について開示がな
く、小規模で人の手により折り畳み、展開するものである。したがって、大型、広範囲の
足場には向かない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０６－５７９３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は、大規模であっても、簡易に折り畳み、展開可能な折り畳み式足場を
提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記の課題を解決するために、
　（１）
収納時に使用状態から収納位置に折り畳まれ、使用時に設置位置に展開される折り畳み式
足場であって、
固定支柱と、
前記収納位置と前記設置位置とを移動する可動支柱と、
前記固定支柱及び前記可動支柱に回動可能に連結する左フレーム及び右フレームと、
前記左フレーム及び前記右フレームに渡され前記左フレーム及び前記右フレームとともに
回動する布板と、
前記可動支柱を前記設置位置から前記収納位置に移動させ、前記可動支柱を前記収納位置
から前記設置位置に移動させるワイヤーロープと、
前記ワイヤーロープの一端に接続し、前記ワイヤーロープの巻き取り、送りだしで前記可
動支柱の位置決めをする駆動部と、
からなることを特徴とする折り畳み式足場。
　（２）
前記可動支柱の収納位置が、
前記固定支柱の上方に回動した位置、
又は、
前記固定支柱の下方に回動した位置、
或いは、
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前記固定支柱の上方及び下方に回動した位置のいずれでもある、
ことを特徴とする（１）に記載の折り畳み式足場。
　（３）
前記可動支柱を、前記設置位置に前記ワイヤーロープの張力のみで位置させることを特徴
とする（１）に記載の折り畳み式足場。
　（４）
前記可動支柱を、前記設置位置に前記ワイヤーロープの張力で位置させるとともに、位置
支持金具で可動をロックすることを特徴とする（１）に記載の折り畳み式足場。
　（５）
前記駆動部が、手動ウインチであることを特徴とする（１）に記載の折り畳み式足場。
　（６）
前記駆動部が、電動モータであることを特徴とする（１）に記載の折り畳み式足場。
　（７）
前記折り畳み式足場が、線路エリアにおいて電車の走行空間に重なり設置されることを特
徴とする（１）に記載の折り畳み式足場。
　（８）
（１）～（７）のいずれか１に記載の折り畳み式足場を、
電車の走行空間に重なり設置し、
足場使用時に展開し、電車走行時に折り畳み電車の走行を可能にしながら、
線路エリアでの工事を行うことを特徴とする
線路エリア工事方法。
　（９）
（１）～（７）のいずれか１に記載の折り畳み式足場の前記可動支柱の収納位置が、前記
可動支柱を上方又は下方に回動した位置であって、
前記収納位置を有する壁面に、前記固定支柱を固定し、足場使用時に前記収納位置から展
開し作業環境を形成し、足場不使用に前記収納位置に折り畳み作業前環境を回復させ、足
場環境を切り替えながら作業を行うことを特徴とする折り畳み式足場工法。
の構成とした。
【０００９】
　＜上方収納タイプ＞
収納時に使用状態から収納位置に折り畳まれ、使用時に設置位置に展開される折り畳み式
足場であって、
固定支柱と、
前記折り畳み式足場を折り畳むとき上に引き上げられ、展開のとき下に降ろされる可動支
柱と、
前記固定支柱及び前記可動支柱に回動可能に連結する左フレーム及び右フレームと、
前記左フレーム及び前記右フレームに渡され前記左フレーム及び前記右フレームとともに
回動する布板と、
前記可動支柱を設置位置から収納位置に引き上げ、前記可動支柱を収納位置から設置位置
に降ろすワイヤーロープと、
前記ワイヤーロープの一端に接続し、前記可動支柱を引き上げるときに前記ワイヤーロー
プを巻き取り、前記可動支柱を降ろすときに前記ワイヤーロープを送り出す駆動部と、
からなることを特徴とする折り畳み式足場。
　＜上方収納タイプ＞ワイヤーロープ巻き取り方式
前記ワイヤーロープの他端が前記可動支柱の固定位置に連結し、
前記駆動部に連結する前記ワイヤーロープを前記駆動部方向と前記固定支柱の長手方向に
方向転換する第一滑車と、
前記固定位置及び前記第一滑車より上方の前記固定支柱に設けられ、前記ワイヤーロープ
を前記第一滑車方向と前記固定位置方向に方向転換する第二滑車を備え、
前記駆動部が前記ワイヤーロープを巻き取ることで前記可動支柱を設置位置から収納位置
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に引き上げ、
前記駆動部が前記ワイヤーロープを送り出すことで前記可動支柱を収納位置から設置位置
に降ろすこと
を特徴とする前記折り畳み式足場。
【００１０】
　＜下方収納タイプ＞
収納時に使用状態から収納位置に折り畳まれ、使用時に設置位置に展開される折り畳み式
足場であって、
固定支柱と、
前記折り畳み式足場を折り畳むとき下に降ろされ、展開のとき上に引き上げられる可動支
柱と、
前記固定支柱及び前記可動支柱に回動可能に連結する左フレーム及び右フレームと、
前記左フレーム及び前記右フレームに渡され前記左フレーム及び前記右フレームとともに
回動する布板と、
前記可動支柱を設置位置から収納位置に降ろし、前記可動支柱を収納位置から設置位置に
引き上げるワイヤーロープと、
前記ワイヤーロープの一端に接続し、前記可動支柱を降ろすときに前記ワイヤーロープを
巻き取り、前記可動支柱を引き上げるときに前記ワイヤーロープを送り出す駆動部と、
からなることを特徴とする折り畳み式足場。
　＜下方収納タイプ＞ワイヤーロープ巻き取り方式
前記ワイヤーロープの他端が前記可動支柱の固定位置に連結し、
前記駆動部に連結する前記ワイヤーロープを前記駆動部方向と前記固定支柱の長手方向に
方向転換する第一滑車と、
前記固定位置及び前記第一滑車より上方の前記固定支柱に設けられ、前記ワイヤーロープ
を前記第一滑車方向と前記固定位置方向に方向転換する第二滑車を備え、
前記駆動部が前記ワイヤーロープを送り出すことで前記可動支柱を設置位置から収納位置
に降ろし、
前記駆動部が前記ワイヤーロープを巻き取ることで前記可動支柱を収納位置から設置位置
に引き上げること
を特徴とする前記折り畳み式足場。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、以上の構成であるので、以下の効果を奏する。簡易に折り畳み、展開可能な
折り畳み式足場であり、長期封鎖できない作業環境において、迅速に足場を撤去し、通常
環境の回復を図り、非作業環境機能を維持しつつ、足場工事を可能にする。それに伴って
、作業者の労働付加を軽減し、工期短縮が可能になる。　
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明である折り畳み式足場の設置場所の一例である。
【図２】本発明である折り畳み式足場の設置の一例の右側面模式図である。
【図３】本発明である折り畳み式足場の折り畳み方式の説明図である。図３の（Ａ）は擁
壁側からの背面図、（Ｂ）～（Ｃ）はワイヤーロープの巻き取りによる収納位置への折り
畳み過程の右側面模式である。
【図４】本発明である折り畳み式足場の折り畳み方式の説明図である。図４の（Ａ）は擁
壁側からの背面図、（Ｂ）～（Ｃ）はワイヤーロープの巻き取りによる収納位置への折り
畳み過程の右側面模式である。
【図５】本発明である他の折り畳み式足場の折り畳み、展開方式の説明図である。図５の
（Ａ）は引き上げステップ図（左側面図）、図５の（Ｂ）は折り畳みステップ図（左側面
図）である。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
　以下、添付図面に基づき本発明について詳細に説明する。なお、本発明は下記実施例に
限定されるものではない。
【実施例１】
【００１４】
　本発明である折り畳み式足場１は、例えば、図１に示す線路エリア２３での利用、工事
、より具体的には、擁壁２１の施工、補修において効果的である。
【００１５】
　線路エリア２３では、線路２２を走行する電車に必要な空間（走行空間２４）に、足場
が重なり設置され、電車の走行を阻害し、また電車の走行が工事の妨げになる。
【００１６】
　本発明である折り畳み式足場１は、図２－４に示すように、設置位置が固定され、回動
を必要としない固定支柱３と、可動支柱４と、左フレーム５及び右フレーム６と、作業員
が歩行する布板７と、先端が可動支柱４の固定位置８ａに固定されるワイヤーロープ８と
、駆動部９と、第一滑車１０と、第二滑車１１とからなり、収納時に使用状態から収納位
置に折り畳まれ、使用時に設置位置に展開される。
【００１７】
　必要に応じて、固定支柱３と擁壁２１などを連結し、位置固定させる連結具２、作業員
、工具の脱落防止のため、法規上必要とされる場合には、幅木１２、安全ネット１３、筋
交い、その他に従来から足場に用いられる部品を備える。
【００１８】
　また、固定支柱３、可動支柱４は、設置場所により、ジャッキベース３ａを底部に備え
るとよい。また、固定支柱３は、図２に示すように、分断されてもよい。
【００１９】
　なお、図３，４においては、動作、構造を理解しやすくするため、布板７、幅木１２、
安全ネット１３の図示を省略した。また、図３，４中の白抜き矢印は、ワイヤーロープ８
の移動方向を示している。
【００２０】
　可動支柱４は、折り畳み式足場を折り畳むとき上に引き上げられ、展開のとき下に降ろ
される。
【００２１】
　左フレーム５、右フレーム６（図２－４では、手前部品奥に隠れて視認できない）は、
固定支柱３及び可動支柱４に回動可能に連結する。布板７は、左フレーム５及び右フレー
ム６に渡され左フレーム５及び右フレーム６とともに回動する。
【００２２】
　ワイヤーロープ８は、可動支柱４を設置位置から収納位置に引き上げ、また可動支柱４
を収納位置から設置位置に降ろす。ここでは、ワイヤーロープ８の一端は駆動部９に接続
し、他端は可動支柱４の下方の固定位置８ａに連結する。
【００２３】
　可動支柱４の収納位置が、設置位置より下方であれば、ワイヤーロープ８の巻き、送り
方向は、設置位置上方の場合と収納と設置で逆向きになる（図５）。可動支柱４を設置し
たとき、その下方に収納スペース１５が形成されている場合には、可動支柱４の位置決め
はワイヤーロープ８の張力のみでもよい。
【００２４】
　さらに、布板７の位置を固定（ロック）する位置支持金具、例えば、布板７と固定支柱
３を斜め連結する筋交い１４（図５）、Ｌ字金具を備えると、布板７を歩行しても上下の
揺れが低減し、足場の安全性が高まる。筋交い１４、Ｌ文金具の形状、連結手段は、特に
限定するものではない。ワンタッチで、着脱できる方式が望ましい。
【００２５】
　駆動部９は、ワイヤーロープ８の一端に接続し、可動支柱４を設置位置から収納位置に
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ろすときにワイヤーロープ８を送り出す。駆動部９は、人手により操作する手動ウインチ
、電動モータなどが採用でき、複数本の固定支柱３，可動支柱４のまとまりに一台設置す
ればよい。
【００２６】
　第一滑車１０は、ここでは、固定支柱３の底部に設けられ、駆動部９に連結するワイヤ
ーロープ８を駆動部９方向と固定支柱３の長手方向に方向転換する。ワイヤーロープ８の
巻き取り、送り出し、足場の使用時に、ワイヤーロープ８が第一滑車１０から脱落しない
よう、第一滑車１０及びワイヤーロープ８は、ケース、枠などで囲むことが望ましい、第
二滑車１１も同様である。
【００２７】
　第二滑車１１は、固定位置８ａ及び第一滑車１０より上方の固定支柱３に設けられ、ワ
イヤーロープ８を第一滑車方向と固定位置８ａ方向に方向転換する。
【００２８】
　上記構成の折り畳み式足場１であれば、通常環境（足場収納）と、作業環境（足場設置
）を、簡易に、短時間で転換できるため、通常環境を封鎖し、長期作業環境を確保しなく
とも、工事が可能になる。よって、長期足場設置状態での工事が困難、影響が大きい工事
において、工事作業の軽減、工期短縮しつつ、通常環境への影響を無くし、或いは最小化
して、工事が可能になる。
【符号の説明】
【００２９】
１　　　折り畳み式足場
２　　　連結具
３　　　固定支柱
３ａ　　ジャッキベース
４　　　可動支柱
５　　　左フレーム
６　　　右フレーム
７　　　布板
８　　　ワイヤーロープ
８ａ　　固定位置
９　　　駆動部
１０　　第一滑車
１１　　第二滑車
１２　　幅木
１３　　安全ネット
１４　　筋交い
１５　　収納スペース
２１　　擁壁
２２　　線路
２３　　線路エリア
２４　　走行空間
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